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現
在
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
に
は
、

以
下
の
ご
と
く
同
じ
内
容
を
も
つ
甲
乙
両
本
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
な

る
四
篇
の
著
作
が
存
在
す
る
。

『
天
子
建
州
』
甲
本
・
乙
本
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

（
六
）
』
所
収
）

『
鄭
子
家
喪
』
甲
本
・
乙
本
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

（
七
）
』
所
収
）

『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
本
・
乙
本
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国

楚
竹
書
（
七
）
』
所
収
）

『
凡
物
流
形
』
甲
本
・
乙
本
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

（
七
）
』
所
収
）

序

戸

『
天
子
建
州
』

筆
者
は
さ
き
に
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲

乙
本
お
よ
び
『
凡
物
流
形
』
甲
乙
本
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
乙
本
は
共
通
の
親
本
を
も
つ
兄

弟
関
係
に
あ
る
こ
と
、
一
方
、
『
凡
物
流
形
』
甲
乙
本
は
甲
本
が
乙

本
を
書
写
し
た
親
子
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
稚
拙
性

を
帯
び
た
字
体
を
も
つ
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
乙
本
お
よ
び
『
凡

物
流
形
』
甲
本
は
、
教
学
の
場
に
お
い
て
学
習
者
が
書
写
し
た
習

本
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
凡
↓
(
[
図
1
]
[
図
2
]
）。

甲
乙
本
の
系
譜
関
係

『
中
国
出
土
文
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研
究
2
0
1
0
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
五
十
二
号
〉
）

属
1
]
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
乙
本
の
系
譜
関
係

祠
本
]

旦

閂
冒
□
口
]
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成
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本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
環
と
し
て
『
天
子
建
州
』

甲
乙
本
を
取
り
上
げ
る
。
『
天
子
建
州
』
は
礼
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
文
章
を
集
め
た
儒
家
系
の
著
作
で
あ
り
、
全
体
は
甲
本
（
簡
6
)

と
乙
本
（
簡
5
)
と
に
共
通
す
る
符
号
（
墨
鉤
）
に
よ
り
、
前
半

部
（
「
凡
天
子
建
之
」

S

「
一
喜
一
怒
」
）
と
後
半
部
（
「
天
子
坐

以
矩
」

S
「
不
教
於
師
也
」
）
と
に
二
分
さ
れ
、
浅
野
裕
一
氏
に
よ

れ
ば
内
容
面
か
ら
全
体
は
さ
ら
に
十
三
章
に
区
分
さ
れ
る
汀
2
)
0

甲
本
は
エ
整
な
字
体
で
書
写
さ
れ
る
の
に
対
し
、
乙
本
は
稚
拙
性

を
帯
び
た
字
体
で
書
写
さ
れ
て
お
り
、
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
乙

本
お
よ
び
『
凡
物
流
形
』
甲
本
と
の
間
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る

(
n
3
)
。
以
下
の
各
章
で
は
、
字
数
•
本
文
・
字
体
・
符
号
の
諸
点

か
ら
両
本
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
前
稿
で
提
起
し
た
私

見
の
検
証
を
試
み
て
み
た
い
斤
4
)
0

は
じ
め
に
『
天
子
建
州
』
甲
乙
本
の
簡
数
・
簡
長
・
編
線
数
を

ま
と
め
て
掲
げ
て
お
<
[
表
1
]
。

字
数

[図

2
]
『
凡
物
流
形
』
甲
乙
本
の
系
譜
関
係

属

本

]

[

習

本

]

昌

冒

乙
本
甲
本

十

（八）

残
存
簡
数
（
完
整
簡
数
）

十
三
（
四
）

四
十
三
•
五

『
天
子
建
州
』
は
竹
簡
の
損
傷
が
比
較
的
少
な
く
、
甲
乙
両
本

の
対
校
に
よ
っ
て
本
文
全
体
の
復
原
が
可
能
で
あ
り
、
竹
簡
の
排

列
に
つ
い
て
も
異
論
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。

乙
本
と
の
対
校
か
ら
知
ら
れ
る
甲
本
の
十
四
字
の
映
失
字
は
、

す
べ
て
竹
簡
上
端
部
分
の
鉄
損
に
起
因
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、

整
理
者
の
曹
錦
炎
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
（
礼
5
)
、
全
篇
の
総
字
数

は
、
残
存
字
数
三
百
九
十
三
字
と
賊
字
数
十
四
字
と
の
合
計
四
百

七
字
と
計
数
さ
れ
る
[
別
表
ー

]
n
g゚
ニ
ダ
甲
本
と
の
対
校

か
ら
知
ら
れ
る
乙
本
の
眠
失
字
四
十
三
字
の
う
ち
、
簡
9
の
竹
簡

上
端
部
分
の
映
損
に
よ
る
一
字
を
除
く
四
十
二
字
は
篇
末
部
分
に

該
当
し
て
い
る
。
仮
に
こ
の
四
十
二
字
が
乙
本
に
存
在
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
乙
本
各
簡
の
容
字
数
か
ら
推
し
て
、
篇
末
に
二
簡
分

の
竹
簡
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
乙
本
は
甲
本
と
同
様
、

全
篇
十
三
簡
、
四
百
七
字
か
ら
な
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
[
別
表

H
]
江
乙
o

約
四
十
六

完
簡
簡
長

cm

[表
1
]
『
天
子
建
州
』
甲
乙
本
の
書
誌
情
報

二
道
二
道

編
線
数
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こ
の
よ
う
に
残
存
竹
簡
の
比
較
に
よ
れ
ば
、
甲
乙
両
本
に
見
え

る
紐
失
字
は
す
べ
て
竹
簡
の
訣
損
ま
た
は
紐
失
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
り
、
誤
脱
と
見
な
さ
れ
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
訣
失
字
と
の
関
連
か
ら
、
劉
洪
涵
氏
の
見
解
を
取
り
上

げ
て
お
こ
う
(118)°

劉
氏
は
以
下
の
ご
と
く
甲
本
（
簡

9
)
に
「
延
」

字
の
誤
脱
を
指
摘
し
、
筆
画
や
筆
順
な
ど
に
顕
著
な
共
通
性
が
見

い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
両
本
は
同

一
の
底
本
を
書
写
し

た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
正
本
と
副
本
と
の
関
係
に
あ
る
と
の
見
解

を
提
起
し
て
い
る
。

上
博
竹
書

《
天
子
建
州
》
一
共
有
雨
個
抄
本
、
残
峡
程
度
和

清
晰
程
度
互
有
不
同
、
正
可
互
相
補
充
、
這
雨
個
抄
本
不
但

用
字

一
致

(
I
I

天
子
四
辟
席
II

的
II

辟
II

下
II

席
II

上
乙
本
比

甲
本
多

一
個
”
延
II

字
之
外
‘
可
能
是
甲
本
抄
脱
）
、

書
窟
的

筆
劃

・
筆
順
等
也
十
分
相
近
。
宅
門
可
能
是
抄
自
同

一
底
本
、

也
有
可
能
這
雨
個
本
子
本
束
就
是

一
正

一
副
的
闊
係
。

し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
劉
氏
が
指
摘
す
る
甲
本
簡

9
の

「
延
」
字
を
含
め
、
乙
本
に
存
し
て
甲
本
に
見
え
な
い
賊
字
は
す

べ
て
竹
筋
上
端
部
の
賊
失
に
起
因
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ

は
竹
簡
全
体
の
筒
長
と
の
関
係
か
ら
も
明
確
に
裏
付
け
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
両
本
の
関
係
を
、
同

一
の
底
本
に
も
と
づ
く
正
本
と

①
の
異
同
箇
所
（
傍
線
部
）
は
、
以
下
に
示
す
ご
と
く
「
文
」

と

「武
」
と
を
対
比
し
て
役
割
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
両
者
の

乙
本

甲
本

本
文

「吏」
「事」

4
 

5
 

副
本
と
見
な
し
得
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
余
地
が
残
さ

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
多
角
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
次
章
で
は

こ
う
し
た
意
図
か
ら
、
本
文
の
関
係
に
つ
い
て
文
字
の
異
同
を
中

心
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

甲
乙
両
本
に
は
①
「
事
」
（
甲
本
簡

5
)
ー
「
吏
」
（
乙
本
簡
4
)

と
②
「
号
」
（
甲
本
）

ー

「
直
」
（
乙
本
）
と
の
二
箇
所
の
文
字
の

異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
①
か
ら
見
て
い
こ
う
[
表

2
r

[表
2
]
①

「事
」
（
甲
本
）
ー
「
吏
」
（
乙
本
）

下
、
各
欄
内
の
数
字
は
竹
簡
番
号
を
示
す
）

の
異
同
（
以

(44) 



文
陰
而
武
賜
。
信
文
得
事
（
吏
）
、
信
武
得
田
。
文
徳
治
、
武

徳
伐
。
文
生
武
殺
。

（
文
は
陰
に
し
て
武
は
陽
な
り
。
文
を
信
い
て
事
（
吏
）
を
得
、

武
を
信
い
て
田
を
得
る
。
文
の
徳
は
治
め
、
武
の
徳
は
伐
つ
。

文
は
生
じ
武
は
殺
す
）

曹
錦
炎
氏
は
甲
本
の
「
事
」
を
「
吏
」
の
訛
体
と
見
な
し
、「
文」

1
1

「
吏
」
（
官
吏
）
と
「
武
」

1
1

「
田
」
（
耕
作
地
）
と
の
対
比
と

し
て
解
釈
す
る
が
(1
1
9
)
、
後
文
の
「
文
の
徳
は
治
め
、
武
の
徳
は

伐
つ
J

と
の
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
よ
り
広
く
「
文
」

1
1

「事」

（
政
事
）
と
「
武
」

1
1

「
田
」
（
領
地
）
と
の
対
比
と
見
る
こ
と
も

十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
曹
氏
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
「
事
」
と
「
吏
」

と
は
金
文
で
は
同
字
で
あ
り
、
字
義
に
お
い
て
も
共
有
関
係
を
も

つ
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
が
原
文
で
あ
る
か
は
文
義
の
面
の
み
で
は

決
し
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
甲
本
「
事
」
を
乙
本
「
吏
」
の
訛

体
と
す
る
曹
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ

て
い
る
。

次
に
②
「
I
5
」
（
甲
本
簡

5
)
|

「
直
」
（
乙
本
簡

5
)

の
異
同

を
取
り
上
げ
る
[
表

3
r

併
用
を
説
く
章
段
中
に
あ
る
（
引
用
は
甲
本
に
よ
る
）
。

暫
氏
は
乙
本
の
当
該
字
を
「
直
（
得
）
」
と
釈
読
す
る
(1110)°

考

釈
中
に
言
及
は
見
え
な
い
が
、
文
義
の
面
で
は
明
ら
か
に
甲
本
の

「I
か
（
得
）
」
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
乙
本
の
「
直
」
を
同
音

に
よ
る
「
I
5
」
の
通
仮
字
と
解
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
そ
の
前
の
本
文
と
の
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
乙
本
の
「
直
」

を
単
純
に
「
界
」
の
通
仮
字
と
見
な
す
こ
と
に
は
、
な
お
疑
問
の

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
た
め
に
、
②
の
異
同
箇
所
（
傍

線
部
）
の
前
後
を
含
む
本
文
を
対
照
し
て
掲
げ
て
み
よ
う
。

[
甲
本
]
信
武
信
文
界
事
、
信
武
辱
田
。

生
、
武
殺
。
日
1

閑
其
央
、

[
乙
本
]
信
武
信
文
号
吏
、
信
武
i
江
田
。

生
、
武
殺
。
I
I

圏
其
央
、

乙
本

甲
本

凰
「直
J

「辱」

5
 

5
 

[表
3
]
②

「界
」
（
甲
本
）
ー
「
直
」
（
乙
本
）

の
異
同

文
瞑
治
、

文
圏
治
、

武
郎
伐
。
文

武
面
伐
。
文

(45) 



続
い
て
本
章
で
は
、
字
体
の
分
析
か
ら
両
本
の
関
係
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

曹
錦
炎
氏
が
乙
本
の
書
法
に
つ
い
て
「
書
法
前
緊
密
、
後
疏
朗
、

未
及
甲
本
工
整
、
書
憫
亦
不
同
於
甲
本
、
頸
然
為
男
一
書
手
所
抄
」

字
体

傍点で示したごとく、その前の本文には「文口守吏」「文

号田」と「サ」が両出し、乙本はいずれも甲本と同様「口守」

に作り、異同は生じていない。注目されるのは、それに

続く「文應治、武應伐」（甲本）の部分で、乙本が甲本の

「應（徳）」に対して略体の「直」を用いている点である

（波線部）。こうした状況は、その後に認められる「I守」

（甲本）ー「直」（乙本）の異同が、直前に重出する「直」

の同音性や形体上（目）の類似性に誘発されたものであ

ることを示唆する。したがって乙本の「直」は単なる「I守」

の通仮字と見るよりも、むしろ誤写された可能性が高い

と考えられる。

以上の分析を踏まえれば、本文の系統性の観点から、

少なくとも乙本が甲本の上位に位置するような系譜関係

は想定しがたいと言うことができよう。

簡 簡 簡 簡， 8 7 1 
第 第 第 冒
十 /,'-. 頭
にナ にナ 十 -, 

→ -, 凡
不 天 字

し一

'- し一 -, ) 範
s s 之 簡

L_  

簡 簡 ) 7 囲
11 ， 
簡 第

末 第 8 
尾 九
第 土-, 字
五

包 ..., 字 -, 
道 民
し一

巳；；； '--

C A B A 
書
風

n11)と
述
べ
る
よ
う
に
、
両
本
に
は
明
瞭
な
書
風
の
相
違
が
認
め

ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
書
写
者
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

甲
本
は
文
字
の
大
き
さ
が
均
一
で
字
間
を
ゆ
っ
た
り
と
空
け
、

各
文
字
の
結
構
に
乱
れ
が
な
く
、
習
熟
し
た
書
写
者
に
よ
っ
て
整

写
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
書
風
の
均
一
性
か
ら
、

全
篇
が
一
人
の
手
に
な
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
乙
本
は
稚
拙
性
を
帯
び
た
字
体
で
書
写
さ
れ
て
お
り
、

俗
体
も
し
く
は
訛
体
と
見
な
さ
れ
る
文
字
が
散
見
さ
れ
る
。
さ
ら

に
留
意
す
べ
き
は
、
乙
本
に
は
三
種
の
書
風
が
認
め
ら
れ
、
三
人

の
書
写
者
が
分
担
し
て
書
写
し
た
と
推
測
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
各

書
風
を
出
現
順
に

A
.
B
.
C
と
し
、
全
篇
に
お
け
る
分
布
状
況

と
同
一
字
の
比
較
に
よ
る
書
風
の
差
異
と
を
示
す
と
[
表
4
]
[
表

5
]

の
ご
と
く
で
あ
る
。

[表

4
]
乙
本
の
書
風
分
布
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曹
氏
が
「
書
法
前
緊
密
、
後
疏
朗
」
と
指
摘
し
た
乙
本
の
書
法

の
相
違
は
書
写
者
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
乙
本
の
字

体
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
点
を
十
分
に
踏
ま
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

甲
乙
両
本
の
字
体
に
緊
密
な
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
上
述
の
ご
と
く
す
で
に
劉
洪
濡
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
こ
で
い
く
つ
か
の
具
体
例
を
提
示
し
、
あ
ら
た
め
て

両
本
の
字
体
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
両
本
の
共
通
性
を
示
す
例
と
し
て

「為
」
字

・
「
辟
」

字

を
取
り
上
げ
る
。

書
風

c

書
風

B

書
風

A

[表

5
]

包 PJ ヽ

10 7
 

6
 

Aノ
，．．．．．．． 
tこ
4

f
蕊
□
11 

甜
7

社邦

乙
本
各
書
風
の
同
字
比
較

8
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

ー No. 

藝一
3
 

3
 

蜘
A
9
3
 

A 3
 
A 3
 
A 3
 

2
 

t
A
 

2
 

惰
i2
.

2
 

甲

本

乙

本

[表
6
]
「為
」
字
の
用
例
（
以
下
、

ッ
ト
は
書
風
の
類
別
を
示
す
）

A 2
 

乙
本
各
欄
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
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2
 

ー No. 10 

，
 

8
 

7
 

這甲本 婆過『皇饂
，
 

8
 

12 12 12 4
 

倍鼠乙本

[
表
7
]
「
辟
」
字
の
用
例

竹
簡
賊
失

竹
簡
鋏
失

A 8
 
A 8
 

B
 
11 A 3

 

[表

6
]
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
「
為
」
字
の
全
用
例
を
出
現
順
に

通
覧
す
る
と
、
両
本
と
も
油

1
S
3
と
枷
4
以
降
と
で
字
体
が
変

化
し
て
い
る
汀
12)
。
ま
た
[
表
7
]
の
「
辟
J

字
は
ヽ
ニ
浬
の
文

脈
に
連
続
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
両
本
と
も
凡
1
に
掲
げ
た
最
初

の
例
の
み
左
偏
を
「
后
」
に
作
り
、
地

2
以
降
は
「
口
」
の
部
分

が
「
U

ビ
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
甲
乙
両
本
に
は
個
々

の
字
体
の
み
な
ら
ず
‘
字
体
変
化
に
も
顕
著
な
共
通
性
が
認
め
ら

れ
、
両
者
が
き
わ
め
て
近
い
系
譜
関
係
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。た
だ
し
留
意
す
べ
き
は
‘
[
表

6
]

の
応

1
S
3
・
褐
5
・
地

8

に
も
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
両
本
の
字
体
は
す
べ
て
が
完
全
に
合
致

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
細
部
に
お
い
て
相
違
を
示
す
場
合
も
少
な

く
な
い
。
例
え
ば
前
章
で
も
言
及
し
た
「
徳
」
字
の
字
体
は
、
甲

本
で
は
三
例
す
べ
て
が
「
應
」
を
用
い
る
が
、
乙
本
で
は
は
じ
め

の
二
例
が
「
直
」
、
最
後
の
一
例
が
「
應
」
と
字
体
を
異
に
し
て
い

4
 

3
 

A 8
 
A 8
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こ
の
よ
う
な
字
体
の
状
況
は
、
『
天
子
建
州
』
の
み
な
ら
ず
他
の

甲
乙
両
本
か
ら
な
る
著
作
に
も
共
通
し
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、

書
き
手
が
親
本
の
字
体
を
比
較
的
忠
実
に
踏
襲
す
る
と
同
時
に
、

み
ず
か
ら
の
用
字
習
慣
に
も
し
た
が
う
形
で
書
写
に
あ
た
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
乙
本
の
「
疾
」
字
の
用
例
中
に
甲

本
か
ら
の
影
哨
を
示
唆
す
る
例
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
[
表
，

r

3
 

2
 

ー No. 

喜単甲本
る
[
表

8
r

，
 

5
 

5
 

;iLピ
枕蒼
'~f 
... 

"1
1
3
"
 

ャ
g
-
f
:
11
'

、
jl 

乙

本

[表

8
]
「
徳
（
直
i

．
直
）
」
字
の
用
例

A 8
 
A 5
 
A 4
 

「
侯
」
字
の
用
例
（
全
篇
中
二
例
）
は
、
以
下
の
ご
と
く
一
連

の
本
文
中
に
見

い
だ
さ
れ
る
（
甲
本
は
第
一
字
め
の
「
視
」
字
を

訣
失
す
る
た
め
、
引
用
は
乙
本
に
よ
り
、
釈
文
右
側
の
算
用
数
字

は
[
表
，
]
の
油
に
対
応
す
る
）
〇

2
 

ー No. 

視
痴
量
顧
遠
身
、
諸
痴
食
同
状

（
侯
を
視
る
に
は
顧
み
て
身
を
還
す
を
最
り
、
諸
侯
と
食
す
る

と
き
も
状
を
同
じ
く
す
）

各
本
の

「侯
」
字
を
見
る
と
、
甲
本
応
2
お
よ
び
乙
本
褐

1
は

楚
簡
習
見
の
形
体
に
作
り
、
甲
本
応
1
も
文
字
の

一
部
に
峡
損
が

ぷ甲本
7
 

7
 

乙

本

[表

9
]
「
侯
」
字
の
用
例

A 6
 
A 6
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見
ら
れ
る
も
の
の
、
残
存
部
分
か
ら
推
し
て
同
様
の
形
体
で
あ
っ

た
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
乙
本
枷

2
で
は
、
「

r」
の
左

払
い
が
右
側
に
あ
り
、
反
転
現
象
（
い
わ
ゆ
る
鏡
文
字
）
が
生
じ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
体
は
他
に
例
を
見
な
い
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
六
字
前
の
乙
本
油

1
は
通
常
の
形
体
に
作
る
こ
と
か
ら
、
転

写
の
際
に
生
じ
た
訛
体
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
乙
本
の
当
該
字
に
対
応
す
る
甲
本
褐

2
の
「
矢
」
の
上
部
の

右
画
が
下
方
へ
屈
折
し
、
ち
ょ
う
ど
ナ
ベ
プ
タ
の
右
側
に
下
方
向

の
払
い
が
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
点
で
あ
る
C

し
か
も
甲
本
油

2
の
ナ
ベ
プ
タ
の
左
側
の
払
い
の
筆
画
が
細
い
た
め
に
、
右
側
の

筆
画
の
印
象
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
上
述
し
た
甲
乙
両
本
の
緊
密

な
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
乙
本
枷

2
の
訛
体
は
甲
本
の
形
体
が
誘

因
と
な
っ
て
生
じ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

現
時
点
で
は
、
逆
に
乙
本
か
ら
甲
本
へ
の
影
郷
洒
を
う
か
が
わ
せ

る
例
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
乙
本
褐

2
の
「
疾
」
字

の
訛
体
は
、
乙
本
が
甲
本
に
も
と
づ
い
て
書
写
さ
れ
た
こ
と
を
示

唆
す
る
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
甲
本
褐

1
の
「
疾
」
字

の
左
側
に
映
損
が
あ
る
た
め
、
褐

1
の
甲
本
と
乙
本
と
の
関
係
を

明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
上
述
し
た
推
測
に
は
な

お
確
証
し
が
た
い
面
が
残
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
符
号
の
分
析

を
通
し
て
こ
の
推
測
を
裏
付
け
て
み
た
い
。

ま
ず
両
本
に
見
え
る
符
号
を
対
照
し
て
掲
げ
[
表

n
r
併
せ
て

浅
野
裕
一
氏
が
提
示
す
る
『
天
子
建
州
』
全
体
の
分
章
に
し
た
が

ぃ
n13)、
甲
本
の
符
号
と
内
容
と
の
関
係
を
整
理
し
て
示
す
[
表

11]
。[表
10]

枷
1
の
符
号
は
、
甲
乙
両
本
の
同
一
箇
所
に
同
様
の

形
体
（
墨
鉤
）
で
付
さ
れ
て
お
り
、
符
号
面
か
ら
も
両
本
の
密
接

な
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
墨
鉤
は
、
上
述
の
ご
と
く
前
半

部
（
第
一
章

S
第
五
章
）
と
後
半
部
（
第
六
章

S
第
十
三
章
）
と

を
区
分
す
る
機
能
を
も
つ
と
見
な
さ
れ
、
篇
末
に
付
さ
れ
た
符
号

（他

5

．
乙
本
は
竹
簡
紐
失
）
と
の
形
体
上
の
対
応
関
係
か
ら
も

そ
れ
が
裏
付
け
ら
れ
る
(1111)
。
し
た
が
っ
て
、
紐
失
し
た
乙
本
の

篇
末
に
も
同
様
の
墨
鉤
が
付
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

褐

2
S
油
4
の
符
号
は
い
ず
れ
も
章
を
区
分
す
る
章
号
と
見
な

さ
れ
、
甲
本
油

2
が
第
六
章
末
尾
、
甲
本
褐

3
が
第
七
章
末
尾
、

甲
本
褐

4
が
第
八
章
末
尾
に
該
当
す
る
(
[
表
11]
参
照
）
。
す
な

わ
ち
三
つ
の
短
横
は
、
第
六
•
七
•
八
章
の
章
末
に
集
中
し
て
付

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
章
号
の
偏
在
は
、

い
か
な
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

[表
11]

に
示
し
た
よ
う
に
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
お
よ
び
第

四

符

号
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10 
’’ 
甲
乙
両
本
の
符
方口
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t 疇
細．真......:1, • 

13 ， 8 I 8 I 6 

[憎,,, •. I: Iぶ旧闊：
I 1i .. 1 I 

符
方ロ

A 8 IA 8 I ナB 7 シIA 5 
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第 第 第 第 第 第 第 ＾ 弟 第 第 第 第 第十 十 十 十 九 八 七 -'- 五 四 ＝ 章/' 
＝ 章 章 章 章 章 章 ギ早 章 ・章
章 章 章

不 臨 臨 朝 事 天 凡 天 日 文 刑 證 凡
緯 城 兆ト 不 鬼 子 天 月 陰 屯 者 天
所 不 不 語 則 四 子 得 而 用 義 子
不 言 言 内 行 辟 禽 以• 其 武 情 之 建
教 毀 篇L

ヽ
敬 筵 戸悲 矩 衷 陽 誓

兄 之
於

ヽ ヽ
) 席 也 以

塁 s s 
＼ ＼ ＼ s s 州゚

臨 ¥ s ＼ ‘本
＝ 是 故 食 刺 士 民 文 s 
゜謂 胃不 刑 士

序又 之 -,±a-号 生 幾 亡 文
s 中。 語 則 餘 儀 武 キメ又几 義 立

五 悪 以 辟 "'' 也 怒 板メ几 而 大 身
゜此 局 ゜哀 ""' L ゜邦 岡 歪ナ゜ ゜所 ゜ ゜ 正

不 ゜ ゜
教
於
師
也
L 

゜

墨 ナ ナ ナ ナ 短 短 短 且竿旦 ナ ナ ナ ナ 符

鉤 シ シ シ シ 横 横 横 鉤 シ シ シ シ 方ロ

[表
11]
甲
本
の
符
号
と
内
容
と
の
関
係
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士
〖
[い-
-

九
章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
の
各
章
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒

頭
句
か
ら
前
章
と
の
相
違
が
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

各
章
の
区
分
は
主
題
の
相
違
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
た
め
‘
こ
と
さ
ら
に
章
号
を
付
す
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
六

・

七
•
八
章
の
三
章
は
、

い
ず
れ
も

冒
頭
句
に

「
天
子
」
の
語
を
含
み
、
三
章
全
体
が
天
子
を
頂
点
と

す
る
身
分
階
層
に
応
じ
た
礼
の
あ
り
方
と
い
う
主
題
を
共
有
し
、

そ
の
内
部
が
、

相
手
の
身
分
に
応
じ
た
天
子
の
立
ち
居
振
る
舞
い

（
第
六
章
）
、
天
子
が
製
応
す
る
際
の
邦
君

・
大
夫

・
士
の
身
分
差

に
応
じ
た
作
法
（
第
七
章
）
、
天
子

・
邦
君
•
大
夫

・

士
の
身
分
差

に
応
じ
た
座
席
の
し
つ
ら
え
方
（
第
八
章
）
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
(
1
1
1
5
)
°こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
甲
本
第
六

•

七
・

八
章
の
章
末
に
付
さ
れ
た
三
つ
の
短
横
は
、
共
通
の
主
題
を
も
っ

[図

3
]
甲
乙
両
本
に
見
え
る
章
号
の
位
置
の
異
同

甲
本
筋

9
部
分
「
夫
（
大
夫
）
二
辟
、
士
一
辟

ー。
事
醜
（
鬼
）

則
行
敬
、

．．．．．． 
」

乙
本
簡

8
部
分
「
夫

•••••• 

」

fi“
i
 

• 書
≫

杵ハ

ー1P
｛
餡
町

各
章
を
明
確
に
区
分
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
も
の

と
見
な
さ
れ
、

そ
の
背
後
に
内
容
理
解
に
か
か
わ
る
周
到
な
用
意
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
方
、
乙
本
で
は
第
六
章
末
の
章
号
は
見
ら
れ
ず
、
第
七
章
末

に
は
細
い
短
横
線
が
付
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
甲

本
で
は
第
八
章
の
末
尾
「
士
一
辟
」
の
後
に
付
さ
れ
て
い
た
章
号

が
、
乙
本
で
は
章
の
末
尾
で
は
な
く
、
そ
の
前
の
「
夫
二
（
大
夫
）

二
辟
」
の
句
末
に
付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
(
[
表
10]
悩
4
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
章
号
の
位
置
の
異
同
は
い
か
な
る
原
因
に
よ
っ
て
生

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
以
下

に
章
号
（
悩

4
)

の
前
後
を
含
む
甲
乙
両
本
の
図
版

[
図
3
]
と

第
八
章
か
ら
第
九
章
の
冒
頭
部
分
ま
で
の
釈
文
と
を
掲
げ
る
。
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（
一
）
も
と
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
「
夫
ニ
ニ
辟
」
の
「
辟
」
字

か
ら
「
士
一
辟
」
の
「
辟
」
字
に
目
移
り
が
生
じ
て
「
辟
士

-
」
の
三
字
を
誤
脱
。

↑
 

（
二
）
「
辟
士
一
」
の
三
字
を
誤
脱
し
た
ま
ま
「
夫
t

二
辟
事
醜
則

…
…
」
と
下
文
を
書
写
。

↑
 

（
三
）
そ
の
後
誤
脱
に
気
付
き
「
事
醜
」
二
字
を
削
去
し

辟
事
就
」
の
五
字
を
補
入
。

「士

天
子
四
辟
筵
席
、
邦
君
三
辟
、
大
夫
二
辟
、
士
一
辟
。
事
鬼

則
行
敬
、
…
…

（
天
子
は
四
辟
の
筵
席
に
し
て
、
邦
君
は
三
辟
、
大
夫
は
二
辟
、

士
は
一
辟
な
り
o

[

第
八
章
]

鬼
に
事
う
る
に
は
則
ち
敬
を
行
い
‘
…
…
[
第
九
章
]
)

注
目
さ
れ
る
の
は
、
乙
本
の
「
士
一
辟
事
就
」
の
字
間
が
そ
の

前
後
に
比
べ
て
不
自
然
に
詰
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
[
図
3
乙
本

r

こ
う
し
た
状
況
は
後
補
の
痕
跡
を
示
す
も
の
と
見
な
さ
れ
、
書
写

の
実
態
と
本
文
と
の
関
係
を
精
査
す
る
と
、
後
補
は
以
下
の
よ
う

な
過
程
で
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

以
上
の
分
析
か
ら
、
乙
本
の
「
夫
（
大
夫
）
二
辟
」
の
句
末

に
付
さ
れ
た
符
号
は
、
実
は
第
八
章
の
章
末
「
士
一
辟
」
の
後
に

付
さ
れ
て
い
た
親
本
の
章
号
を
、
乙
本
の
書
写
者
が
「
辟
」
字
の

目
移
り
に
よ
っ
て
誤
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
乙
本
第
七
章
の
末
尾
に

見
え
る
細
い
短
横
線
も
親
本
に
お
け
る
章
号
の
存
在
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に
第
六
•
七
•
八
章
章
末
の
三
つ
の
章
号
が
一
連

の
機
能
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
乙
本
の
親
本
に
は
第
六
章
の
章
末
に

も
章
号
が
存
在
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

甲
本
と
乙
本
と
の
間
の
章
号
の
異
同
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る

の
は
、
乙
本
の
第
六
章
（
簡

7
)

か
ら
第
八
章
（
簡

8
)
に
か
け

て
、
前
章
で
指
摘
し
た
書
写
者
の
交
替
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る

（
前
掲
[
表

4
]
参
照
）
o

す
な
ゎ
ち
第
六
章
の
途
中
か
ら
第
七
章

末
ま
で
を
書
風

A
の
書
写
者
に
替
わ
っ
て
書
風

B
の
書
写
者
が
書

写
し
、
第
八
章
か
ら
は
再
び
書
風
A
の
書
写
者
が
書
写
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
乙
本
に
見
ら
れ
る
章
号
の
異
同
は
、
お
そ
ら
く
こ
う

し
た
書
き
手
の
交
替
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
章
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、
乙
本
の
親
本
に
存
在
し
た
と
見

な
さ
れ
る
符
号
の
位
置
は
す
べ
て
甲
本
と
合
致
し
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
甲
本
が
乙
本
の
親
本
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
お
り
、
前
章
に
お
け
る
字
体
の
分
析
結
果
は
、
符

号
の
分
析
か
ら
も
一
定
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
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本
稿
で
は
『
天
子
建
州
』
甲
乙
本
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
、
字

数
•
本
文
・
字
体
・
符
号
の
諸
点
か
ら
分
析
を
加
え
た
。
以
上
の

検
討
結
果
を
総
合
的
に
踏
ま
え
れ
ば
、
甲
本
と
乙
本
と
が
親
子
の

系
譜
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
立
証
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
『
天
子
建
州
』
甲
乙
本
の
書
写
状
況
と

『
凡
物
流
形
』
甲
乙
本
の
そ
れ
と
の
間
に
顕
著
な
共
通
性
が
認
め

ら
れ
る
点
で
あ
る
（
汁
Iii)°

『
天
子
建
州
』
甲
本
・
『
凡
物
流
形
』
乙

本
が
エ
整
な
書
風
で
習
熟
し
た
書
写
者
に
よ
る
整
写
本
と
見
な
さ

れ
る
の
に
対
し
、
『
天
子
建
州
』
乙
本
・
『
凡
物
流
形
』
甲
本
は
稚

拙
性
を
帯
び
た
書
風
で
訛
体
字
が
散
見
さ
れ
、
い
ま
だ
書
写
に
習

熟
し
て
い
な
い
段
階
の
書
写
者
の
手
に
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

ま
た
『
天
子
建
州
』
甲
本
・
『
凡
物
流
形
』
乙
本
が
全
篇
を
一
人
の

書
写
者
が
単
独
で
書
写
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『
天

子
建
州
』
乙
本
・
『
凡
物
流
形
』
甲
本
は
複
数
の
書
写
者
が
分
担
し

て
書
写
し
て
お
り
、
中
途
で
分
担
を
繰
り
返
す
と
い
う
点
も
共
通

し
て
い
る

n
g。
さ
ら
に
符
号
に
つ
い
て
も
『
天
子
建
州
』
甲
本
・

『
凡
物
流
形
』
乙
本
が
周
到
な
用
意
の
も
と
に
付
さ
れ
た
と
見
な

さ
れ
る
の
に
対
し
、
『
天
子
建
州
』
乙
本
・
『
凡
物
流
形
』
甲
本
で

結

五
口
-I-KI 

は
親
本
の
符
号
を
継
承
し
つ
つ
部
に
誤
脱
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
顕
著
な
共
通
性
は
、
両
本
が
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
『
天
子
建
州
』
甲
本
・
乙
本
が
『
凡
物
流
形
』

乙
本
・
甲
本
と
同
様
に
親
子
の
系
譜
関
係
を
も
つ
こ
と
は
、
書
写

状
況
の
共
通
性
と
い
う
点
か
ら
も
整
合
的
な
理
解
を
可
能
に
す
る
。

第
一
章
で
取
り
上
げ
た
劉
洪
溺
氏
の
正
本
・
副
本
説
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
両
本
の
系
譜
関
係
の
面
か
ら
成
立
し
得
ず
、
テ
キ
ス

ト
の
性
格
と
い
う
点
か
ら
も
、
乙
本
の
よ
う
な
未
習
熟
な
段
階
の

書
き
手
が
副
本
の
書
写
に
携
わ
る
と
い
う
状
況
は
想
定
し
が
た
い

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
稚
拙
性
を
帯
び
た
字
体
で
書
写
さ
れ

た
『
天
子
建
州
』
乙
本
は
、
エ
整
な
字
体
で
書
写
さ
れ
た
『
天
子

建
州
』
甲
本
に
も
と
づ
く
習
本
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
『
天
子
建
州
』
乙
本
と
『
凡

物
流
形
』
甲
本
と
の
間
に
は
、
字
体
の
類
似
に
と
ど
ま
ら
ず
、
形

体
面
に
お
い
て
も
[
表
lz]

に
示
し
た
水
偏
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

前
稿
お
よ
び
本
稿
で
指
摘
し
た
ご
と
く
、
『
凡
物
流
形
』
甲
本
・

『
天
子
建
州
』
乙
本
の
字
体
に
は
親
本
の
影
響
が
濃
厚
に
認
め
ら

れ
、
書
写
時
期
の
相
違
に
よ
っ
て
も
書
風
や
字
形
に
変
化
が
生
じ

る
た
め
、
同
筆
か
否
か
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
し
た
書
写
状
況
の
共
通
性
や
形
体
面
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の
近
似
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
両
本
の
書
写
に
同
じ
書
き
手
が
関
与

し
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
凡
物
流
形
』
甲
本

『
天
子
建
州
』
乙
本

「
洛
」
（
水
偏
）

「
流
」
（
水
偏
）

5
 

ー

一
方
、
課
本
と
見
な
さ
れ
る
『
凡
物
流
形
』
乙
本
と
『
天
子
建

州
』
甲
本
と
は
書
風
を
異
に

し
、
両
者
は
別
の

書
写
者
の
手
に
な

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
凡
物
流
形
』
甲
本
と

『
天
子
建
州
』
乙
本
と
は
、
整
写
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
課
本
（
『
凡

物
流
形
』
乙
本

・
『
天
子
建
州
』
甲
本
）
に
も
と
づ
き
、
同
じ
学
習

者
が
分
担
者
の
一
人
と
し
て
書
写
し
た
習
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
同
様
の
可
能
性
は
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
乙
本
に
も
指
摘

し
得
る
が
、
習
本
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
考
究
は
、

筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

[表

12]
『
天
子
建
州
』
乙
本
・
『
凡
物
流
形
』
甲
本
の
水
偏

(
1
)
拙
稿
「
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
の
特
異
性
ー

『
君
人
者
何
必

安
哉
（
甲
本
・
乙
本
）
』
を
中
心
に
ー
J

(
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
十

号
、
二

0
1
0
年
、
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語
る
古
代
中
国
思
想
（
三
）

ー
上
博
楚
簡
研
究
ー
』
汲
古
書
院
、
二

0
1
0
年
に
再
収
）
、
拙
稿
「
『
凡

物
流
形
』
甲
乙
本
の
系
詣
関
係
ー
楚
地
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
書
写
の

実
態
と
そ
の
背
般
ー
」
（
谷
中
信
一
祖
『
出
土
資
料
と
漢
字
文
化
囲
』

汲
古
書
院
‘
二

0
―
一
年
）

(
2
)
桟
野
裕
一
「
上
博
梵
簡
『
天
子
建
州
』
に
お
け
る
北
斗
と
日
月
」
（
『
中

国
研
究
集
刊
』
別
冊
第
四
十
五
号
、
二

0
0
七
年
、
浅
野
裕
一
編
『
竹

簡
が
語
る
古
代
中
国
思
想
（
二
）
』
汲
古
書
院
、
二

0
0
八
年
に
再
収
）
。

(
3
)
『
凡
物
流
形
』
甲
本
・
『
天
子
建
州
』
乙
本
・
『
君
人
者
何
必
安
哉
』

甲
乙
本
の
字
体
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
李
松
儒
f

《
凡
物
流
形
》
甲

乙
本
字
跡
研
究
」
（
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
「
簡
吊
」
網
、
二

0
0

九
年
六
月
五
日
、
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
主
琲
『
簡
吊
第
五
輯
』

二
九
一
頁
注
②
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
1
0
年
十
月
に
再
収
）
に

「
上
翠
《
凡
物
流
形
》
甲
本
A
組
字
跡
特
徴
輿
《
天
子
建
州
》
乙
本

其
中
一
組
字
跡
・
《
君
人
者
何
必
安
哉
》
甲

•

乙
本
的
部
分
字
跡
特
徴

是
具
備
同
一
性
的
、
詳
労
文
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

(
4
)
本
稿
に
お
け
る
検
討
は
、
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚

注
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竹
書
（
六
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
七
年
）
所
収
『
天
子
建

州
』
（
甲
本
・
乙
本
）
の
図
版
お
よ
び
曹
錦
炎
氏
の
「
釈
文
考
釈
」
に

も
と
づ
く
。
ま
た
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
論
述
に
影
響
を
与
え
な
い

範
囲
で
、
便
宜
的
に
通
行
の
字
体
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

(
5
)
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

（六）』

三
〇
九
頁

(
6
)

甲
乙
両
本
に
お
け
る
合
文
の
表
記
（
「
夫
二
（
大
夫
）
」
七
例
、

CICJ
i

（日
月
）
」

一
例
）
は
、
甲
本
簡
2
の
竹
簡
紐
失
部
に
あ
た
る
「
夫
―-
」

の

一
例
を
除
き
、
す
べ
て
合
致
し
て
い
る
。
な
お
本
稿
に
お
け
る
字

数
の
統
計
で
は
、
合
文
を
二
字
と
し
て
計
数
す
る
。

(
7
)
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
六
）
』
三
三
四
頁
は
、
『
天
子
建
州
』

乙
本
第
二
簡
の
字
数
に
つ
い
て
「
存
三
十
二
字
、
其
中
合
文
二
」
と

す
る
が
、
「
三
十
二
字
」
は
「
三
十
五
字
」
の
誤
り
で
あ
る
。

(
8
)

劉
洪
涵
「
閥
上
博
竹
習
《
天
子
建
州
》

記
J

(
簡
吊
網
、

二
0
0

七
年
七
月
十
二
日）

(9
)
「事
J

、
「
吏
」
字
之
訛
。
金
文
「
吏
」

・
「
事
」
同
字
、
楚
文
字
「
事
」
．

「吏
」
構
形
雖
有
屈
分
、
但
形
近
易
混
。
乙
本

《
天
子
建
州
〉〉

此
字

即
作
「
吏
」
、
不
誤
。
「吏」、

《
説
文
》
謂
「
治
人
者
也
。
」
古
代
官
員

的
通
稲
，
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
六
）
』
三

一
七
頁
）

(
1
0
)
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
害

（
六
）
』
三
三
五
頁

(11)

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

（六）』

三
〇
九
頁

(
12
)
凡
1
¥
3
の
「
為
J

字
は
、
楚
節
習
見
の
形
体
と
異
な
り
、
斉
系

文
字
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
（
孫
剛
編
緩
『
斉
文
字
編
』
六
十
五

(13)
浅
野
裕
一

掲
注
2
)

(14)
全
体
を
前
半
部
と
後
半
部
と
に
区
分
す
る
構
成
と
の
関
連
か
ら
注
意

さ
れ
る
の
は
、
第
七
章
の
冒
頭
が
第

一
章
と
同
様
「
凡
天
子
」
の
語

で
開
始
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
文
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え

れ
ば
、
『
天
子
建
州
』
の
原
本
に
お
い
て
は
第
六
章
と
第
七
章
と
の
間

で
前
後
が
区
分
さ
れ
て
お
り
、
甲
乙
本
に
見
え
る
墨
鉤
は
、
本
来
、

第
五
窮
末
尾
で
は
な
く
、
第
六
章
末
尼
に
付
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
る
。
仮
に
こ
の
推
測
に
し
た
が
え
ば
、
甲
本
の
第
六
•
七
・

八
章
の
章
末
に
見
え
る
章
号
は
、
墨
鉤
の
移
置
の
後
に
付
さ
れ
た
こ

と
に
な
ろ
う
。

(15)
『
天
子
建
州
』
の
内
容
と
楳
成
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
浅
野
裕

一

上

I
六
十
六
頁
〈
福
建
人
民
出
版
社
、
二

0
1
0年
〉
参
照
）
。
同
様
な

状
況
は
「
也
」
字
に
も
指
摘
さ
れ
、
甲
本
で
は
最
初
の
「
也
」
（
筋
3
)

の
み
を
秦
系
や
三
晋
系
に
見
え
る
「
切
3
」
に
作
り
、
そ
れ
以
外
は

す
べ
て
楚
簡
習
見
の
「
心

m3」
に
作
る
（
湯
餘
恵
主
編
『
戦
国
文
字

編
』
八

―
二
I
八

一
三
頁

〈福
建
人
民
出
版
社
、

二
0
0
一
年
〉
参

照
、
な
お
乙
本
は
す
べ
て
楚
節
習
見
の
形
体
に
作
る
）
。
浅
野
裕
一
氏

（
前
掲
注
2
)

に
よ
れ
ば
、
『
天
子
建
州
』
は
周
王
室
の
笞
史
の
記
録

を
素
材
と
し
て
編
頷
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
、
こ
う
し
た
非
楚
系

文
字
の
存
在
は
、
そ
の
原
本
も
し
く
は
素
材
が
楚
地
以
外
か
ら
流
伝

し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
上
博
楚
節
『
天
子
建
州
』
に
お
け
る
北
斗
と
日
月
」
（
前
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博
楚
簡
『
天
子
建
州
』
に
お
け
る
北
斗
と
日
月
」
（
前
掲
注
2
)
参
照
。

(16)
『
凡
物
流
形
』
甲
乙
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
凡
物
流
形
』

甲
乙
本
の
系
譜
関
係
ー
楚
地
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
書
写
の
実
態
と
そ

の
背
兼
ー
」
（
前
掲
注
1
)
参
照
。

(17)

こ
う
し
た
複
数
の
書
写
者
に
よ
る
分
担
書
写
は
、
同
様
に
稚
拙
性

を
帯
び
た
字
体
を
も
っ
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
乙
本
に
も
認
め
ら

れ
る
。
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
乙
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上

海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
の
特
異
性
ー
『
君
人
者
何
必
安
哉
（
甲
本
・

乙
本
）
』
を
中
心
に
ー
」
（
前
掲
注

1
)
参
照
。

[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究

(
C
)
）
「
戦
国
簡
語
文
字
の
地
域
差
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
課
題
番

号
2
0
5
2
0
3
8
6
)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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